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東
京
全
域
で
徴
収
対
策
を
集
中
実
施

１２
月
は
オ
ー
ル
東
京

滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間保

険
料
の
納
付
を
お
忘
れ
な
く

介
護
保
険・国
保・後
期
高
齢

介
護
保
険・国
保・後
期
高
齢

介
護
保
険・国
保・後
期
高
齢

区
政
功
労
被
表
彰
者

区
政
功
労
被
表
彰
者

  

（
順
不
同・敬
称
略
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平
成
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年
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自
治
功
労
者
（
42
人
）

附
属
機
関
委
員
（
4
人
）

相
原

昌
子
介
護
認
定
審
査
会
委
員

天
野

良
子
同

田
尻

健
同

宮
山

藤
男
同

町
会
・
自
治
会
長
（
8
人
）

古
山

利
一
古
石
場
一
丁
目
西
町
会
長

吉
岡

正
子
（
元
）
門
前
仲
町
ス
カ
イ

ハ
イ
ツ
自
治
会
長

鈴
木

邦
夫
越
中
島
町
会
長

森
田

孝
親
キ
ャ
ナ
ル
ワ
ー
フ
タ
ワ
ー

ズ
自
治
会
長

下
田

一
男
東
陽
二
丁
目
町
会
長

一
ノ
倉
義
輝
亀
七
西
部
自
治
会
長

鈴
木

圭
二
大
島
中
央
町
会
長

青
木

亮
（
元
）
都
営
大
島
六
丁
目

ア
パ
ー
ト
自
治
会
長

町
会
・
自
治
会
副
会
長
（
22
人
）

新
田

善
久
常
盤
一
丁
目
町
会
副
会
長

山
口

雅
司
常
盤
二
丁
目
町
会
副
会
長

前
島

誠
治
同

大
橋

邦
靖
同

髙
野
内
三
郎
新
大
橋
一
丁
目
町
会
副
会

長

田
中

眞
一
森
下
三
丁
目
町
会
副
会
長

磯
野

勇
作
平
野
二
丁
目
町
会
副
会
長

新
妻

襄
（
元
）
平
野
二
丁
目
町
会

副
会
長

荒
野

英
男
（
元
）
古
石
場
一
丁
目
西

町
会
副
会
長

桑
原

久
夫
豊
洲
町
会
副
会
長

齋
藤

正
雄
辰
巳
12
号
地
辰
栄
会
副
会

長

山
上

喜
也
千
石
一
丁
目
町
会
副
会
長

田
丸

弘
次
扇
橋
三
丁
目
町
会
副
会
長

佐
々
木

守
亀
戸
七
丁
目
南
部
町
会
副

会
長

松
﨑

敏
男
大
島
四
丁
目
団
地
自
治
会

副
会
長

金
内

久
子
都
営
大
島
五
丁
目
第
2
ア
パ

ー
ト
新
栄
自
治
会
副
会
長

大
津

利
夫
大
島
五
丁
目
友
和
自
治
会

副
会
長

丸
山

錚
公
団
大
島
七
丁
目
団
地
自

治
会
副
会
長

齊
藤

勇
北
砂
四
・
七
丁
目
町
会
副

会
長

橋
爪

弘
市
同

中
村

巖
同

小
泉
八
千
代
東
砂
七
丁
目
町
会
副
会
長

女
性
団
体
副
会
長
（
1
人
）

岩
瀨

恭
子
北
砂
三
丁
目
母
の
会
副
会

長

投
票
管
理
者
及
び
投
票
立
会
人

（
5
人
）

山
岡

實
投
票
管
理
者
及
び
投
票
立

会
人

行
田

秀
男
同

山
口

秀
雄
同

渡
邉

恭
秀
投
票
管
理
者

田
村

勝
惠
投
票
立
会
人

明
る
い
選
挙
推
進
委
員
（
1
人
）

住
谷

彰
子
明
る
い
選
挙
推
進
委
員

法
律
相
談
員
（
1
人
）

中
島

泰
淮
法
律
相
談
員

教
育
関
係
功
労
者（
14
人
）

区
立
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
（
13
人
）

武
田

幸
子
（
元
）
東
陽
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

三
木

彰
毛
利
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

丸
山

正
明
（
元
）
第
一
亀
戸
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

有
馬

大
助
第
二
亀
戸
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

権
守
久
美
子
（
元
）
第
四
大
島
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

津
島

裕
一
（
元
）
砂
町
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

松
原

英
男
東
砂
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

二
木

高
広
（
元
）
亀
高
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

前
川

豊
伸
深
川
第
八
中
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

桂
田

岳
彦
（
元
）
亀
戸
中
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

赤
津

吉
彦
（
元
）
第
二
大
島
中
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

奥
谷

映
子
（
元
）
南
砂
中
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

斉
藤

裕
之
同

文
化
・
体
育
団
体
長
（
1
人
）

尾
﨑
早
瑠
子
江
東
区
武
術
太
極
拳
連
盟

会
長

商
工
業
関
係
功
労
者（
4
人
）

商
店
会
長
（
4
人
）

佐
藤

知
男
東
陽
駅
前
商
店
会
会
長

渡
辺

哲
三
豊
洲
商
友
会
協
同
組
合
理

事
長

（
故
）
鈴
木
信
利
（
元
）
砂
町
仙
気
稲

荷
通
り
会
会
長

小
澤

輝
昭
西
大
島
駅
通
り
会
会
長

社
会
福
祉
関
係
功
労
者（
6
人
）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
地
区
会
長

（
1
人
）

金
山

見
学
民
生
委
員
・
児
童
委
員
地

区
会
長

民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
1
人
）

佐
藤

靖
子
民
生
委
員
・
児
童
委
員

更
生
保
護
女
性
会
長
（
1
人
）

大
須
賀
宣
惠
更
生
保
護
女
性
会
長

老
人
ク
ラ
ブ
会
長
（
3
人
）

岡
本

靜
雄
深
川
和
倉
ク
ラ
ブ
会
長

三
河
喜
久
雄
大
島
東
寿
楽
会
会
長

滝
沢

登
新
砂
健
老
会
会
長

防
災
・
防
犯
・
交
通
安
全
功
労
者（
4
人
）

災
害
協
力
隊
長
（
2
人
）

岩
楯

重
輝
友
和
会
災
害
協
力
隊
長

町
田

幸
雄
公
団
大
島
七
丁
目
団
地
自

治
会
災
害
協
力
隊
長

防
犯
・
防
火
防
災
・
交
通
安
全
協
会

副
会
長
（
2
人
）

鈴
木

健
之
城
東
交
通
安
全
協
会
副
会

長

江
森

東
同

環
境
・
保
健
衛
生
関
係
功
労
者（
14
人
）

区
立
学
校
医
及
び
区
立
福
祉
施
設
等

嘱
託
医
（
10
人
）

豊
島

孝
道
浅
間
竪
川
小
学
校
内
科
校
医

及
び
亀
戸
保
育
園
嘱
託
医

亀
谷

陽
深
川
第
五
中
学
校
内
科
校

医

中
澤

眞
人
扇
橋
小
学
校
内
科
校
医

小
林

千
秋
大
島
中
学
校
内
科
校
医

上
白
土
啓
嗣
第
二
大
島
中
学
校
内
科
校

医

加
藤

隆
久
第
二
砂
町
小
学
校
歯
科
校

医

三
友

和
夫
第
六
砂
町
小
学
校
歯
科
校

医

井
上

幸
一
毛
利
保
育
園
嘱
託
歯
科
医

山
口

健
二
小
名
木
川
保
育
園
嘱
託
歯

科
医

髙
橋

寛
小
名
木
川
第
二
保
育
園
嘱

託
歯
科
医

区
立
学
校
薬
剤
師
（
4
人
）

京
極
起
巳
子
平
久
小
学
校
及
び
平
久
幼

稚
園
薬
剤
師

宍
戸

永
子
第
四
砂
町
小
学
校
薬
剤
師

吉
野

路
子
小
名
木
川
小
学
校
及
び
小

名
木
川
幼
稚
園
薬
剤
師

松
村

達
大
島
中
学
校
及
び
第
四
大

島
小
学
校
薬
剤
師

特
別
功
労
者
（
2
人
）

杉
田

次
助
多
年
地
域
自
治
の
振
興
に

貢
献

中
村

吉
延
同

区
政
運
営
を
支
え
る
特
別
区
民
税

の
安
定
確
保
と
納
期
内
納
税
者
と
の

公
平
性
維
持
の
た
め
、
毎
年
12
月
に

東
京
都
や
都
内
全
62
区
市
町
村
と
連

携
し
て
徴
収
対
策
を
強
化
し
て
い
ま

す
。

文
書
催
告
・
電
話
催
告
・

訪
問
勧
奨
の
強
化

滞
納
者
に
催
告
文
書
の
発
送
や
夜

間
・
休
日
の
電
話
催
告
を
実
施
し
ま

す
。
ま
た
、
徴
収
嘱
託
員
が
平
日
昼

間
の
ほ
か
夜
間
や
土
・
日
曜
、
祝
日

に
訪
問
し
、
納
付
勧
奨
等
を
行
い
ま

す
。

滞
納
処
分
の
強
化

文
書
催
告
や
電
話
催
告
な
ど
で
自

主
的
に
納
付
す
る
よ
う
促
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
滞
納
を
放
置
し
て
い

る
方
に
は
、法
律
に
基
づ
き
財
産（
預

貯
金
・
給
与
等
の
債
権
、
不
動
産
、

自
動
車
等
の
動
産
な
ど
）
の
差
押
等

の
滞
納
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
納
税
課
で
は
、
滞
納
を
解

消
す
る
手
段
と
し
て
差
押
を
強
化
し

て
お
り
、
勤
務
先
や
取
引
先
、
取
引

金
融
機
関
な
ど
の
調
査
を
進
め
て
い

ま
す
。
今
年
度
は
す
で
に
2
千
件
を

超
え
る
差
押
を
行
い
、
滞
納
処
分
を

順
次
実
施
し
て
い
ま
す
。

滞
納
を
放
置
す
る
こ
と
な
く
、
早

急
に
納
付
す
る
か
、
納
付
が
困
難
な

方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

捜
索
・
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
の
実
施

分
納
誓
約
を
守
ら
な
い
、
ま
っ
た

く
連
絡
が
な
い
、
財
産
が
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
申
告
を
怠
っ
て
い
る
な
ど

悪
質
な
滞
納
者
に
は
、
自
宅
や
事
業

所
を
強
制
調
査
す
る「
捜
索
」や「
タ

イ
ヤ
ロ
ッ
ク
」
を
実
施
し
ま
す
。

平
日
夜
間
電
話
相
談

特
別
区
民
税
の
納
付
が
困
難
な
方

を
対
象
に
、
平
日
夜
間
の
臨
時
納
付

電
話
相
談
を
開
設
し
ま
す
。

日
中
の
来
庁
や
電
話
相
談
が
難
し

い
場
合
に
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

時
12
月
1
日
（
木
）
・
2
日
（
金
）

・
5
日
（
月
）
午
後
5
時
〜
7
時

納
税
環
境
の
整
備

区
で
は
、
納
付
し
や
す
い
環
境
の

整
備
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
口

座
振
替
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

納
付
の
ほ
か
、
携
帯
電
話
か
ら
納
付

が
可
能
な
モ
バ
イ
ル
レ
ジ
納
付
、
Ａ

Ｔ
Ｍ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
で
納
付
が
可
能
な
ペ
イ
ジ
ー
納
付
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
も
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。
今
後
と
も
納
税
環

境
の
整
備
に
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、

納
税
の
ご
協
力
と
ご
理
解
を
お
願
い

し
ま
す
。

﹇
特
別
区
民
税
の
納
付
﹈

納
税
課
収
納
推
進
係

�（
3
6
4
7
）2
0
6
3

FAX（
3
6
4
7
）8
6
4
6

﹇
特
別
区
民
税
の
納
付
相
談
・
平
日
夜

間
電
話
相
談
﹈

納
税
課
徴
収
第
一
・
第
二
係

�（
3
6
4
7
）4
1
5
3

FAX（
3
6
4
7
）8
6
4
6

介
護
保
険
料
は
、
皆
さ
ん
が
要
支

援
・
要
介
護
状
態
に
な
っ
た
時
に
利

用
さ
れ
る
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス

の
給
付
に
充
て
ら
れ
る
貴
重
な
財
源

と
な
っ
て
い
ま
す
。
保
険
料
を
納
め

な
い
で
い
る
と
、
滞
納
期
間
に
応
じ

て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に

利
用
者
負
担
が
3
割
に
引
き
上
げ
ら

れ
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給

さ
れ
な
く
な
る
給
付
制
限
の
措
置
が

と
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

介
護
認
定
率
は
年
齢
と
と
も
に
上

昇
し
、
75
歳
以
上
に
な
る
と
3
人
に

1
人
が
介
護
認
定
を
受
け
る
よ
う
に

な
り
、
多
く
の
方
が
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

給
付
制
限
の
措
置
が
と
ら
れ
た
場

合
、
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
5

の
方
で
は
利
用
者
負
担
額
が
月
額
最

大
10
万
円
以
上
の
負
担
増
と
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

納
め
忘
れ
に
ご
注
意
を

年
金
受
給
額
が
年
間
18
万
円
以
上

の
方
は
原
則
と
し
て
特
別
徴
収
（
年

金
天
引
）
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す

が
、
江
東
区
に
転
入
さ
れ
た
方
や
65

歳
を
迎
え
た
方
は
、
そ
れ
よ
り
半
年

か
ら
1
年
程
度
は
普
通
徴
収
（
納
付

書
・
口
座
振
替
払
い
）
に
よ
る
納
付

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
特
別
徴
収
の

方
で
も
6
月
の
住
民
税
の
確
定
後
に

所
得
額
や
世
帯
の
課
税
状
況
に
変
更

が
あ
り
、
年
間
保
険
料
も
変
更
に
な

っ
た
場
合
、
普
通
徴
収
に
よ
る
納
付

が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
普

通
徴
収
分
の
保
険
料
の
納
め
忘
れ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

未
納
の
保
険
料
が
あ
る
方
は

ご
相
談
を

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
分
割
納

付
等
の
納
付
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。問

介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

�（
3
6
4
7
）9
4
9
3

FAX（
3
6
4
7
）9
4
6
6

国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

徴
収
嘱
託
員
・
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

に
よ
る
平
日
・
夜
間
・
休
日
等
の
訪

問
・
電
話
催
告
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

特
別
の
事
情
が
な
く
滞
納
が
続
く

と
、
財
産
の
差
押
等
の
処
分
を
行
い

ま
す
。
一
括
の
支
払
い
が
困
難
な
場

合
や
、
災
害
な
ど
や
む
を
得
な
い
事

情
で
支
払
え
な
い
場
合
は
分
納
・
減

免
の
ご
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

放
置
せ
ず
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
医
療
保
険
課
滞
納
整
理
係

�（
3
6
4
7
）9
2
7
8

FAX（
3
6
4
7
）8
4
4
3


